
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)景観地区 変更案 

 

美観地区や美観形成地区内の小規模な建築物を対象に，優れたデザインを誘導する制度を創設

し，デザイン規制の特例制度の手続を美観風致審議会への事前審査に代えて事後報告とすること

ができる仕組みを創設するため，「京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)景観地区」の計

画書の「（認定の特例）」を，次のとおり見直します。 

（認定の特例） 

１ 次のいずれかに該当する建築物で，市長が，当該建築物が存する地域の良好な景観の形

成に支障がないと認めるものについては，形態意匠の制限に係る共通の基準及び別表に掲

げる形態意匠の制限を適用しないことができる。 

⑴ 優れた形態意匠を有し，土地利用，建築物の位置及び規模等について総合的な配慮がな

されていることにより，地域の景観の向上に資すると認められるもの 

⑵ 学校，病院その他の公益上必要な施設で，当該地域の景観に配慮し，かつ，その機能の

確保を図るうえで必要と認められるもの 

⑶ 一定の一団の土地の区域において，複数の建築物から構成される施設で，当該区域及び

その周辺の総合的な景観形成を図ることを目的に，当該区域内の建築物の位置，規模，形

態意匠等に関する全体計画が定められ，かつ，その全体計画の内容に適合するもの 

⑷ 災害対策その他これに類する理由により緊急に行う必要があるもの 

２ 市長は，上記１の⑴から⑶までの認定を行うに当たっては，あらかじめ，京都市美観風

致審議会の意見を聴かなければならない。ただし，京都市美観風致審議会が定める要件に

適合する建築物においては，この限りではない。 

３ 市長は，上記２のただし書きの規定を適用して上記１の⑴から⑶までの認定を行った場

合，認定後に京都市美観風致審議会に報告しなければならない。 

４３ 市長は，上記１の認定を行うに当たっては，良好な景観の保全若しくは形成又は市街

地環境の整備改善を図る観点から，必要な範囲において条件を付すことができる。 

 

 


